
ユニオン雑誌 万国の労働者 団結せよ！

写真説明
左上：トヨタ総行動風景

左F ：フィリピントヨタ愛知行動

右上： 1 0. 1 9 デモ行進

右下： 1 0. 1 9 デモ集会































働など新たな対応を広げている。 労働組合はどう

か？労働組合の役割が問われている。

大企業の企業内

労働組合は労災事 配・・；•

故を含め「組合員個

人の問題は扱わな

い」と言って恥じな

い。労働組合の初歩

的役割を放棄して労働組合と名乗っていいのか？

そもそも論を述べれば、労働者一人で会社と対等に

話ができないところを解決するために長い時間を

かけてたたかい取ってきた社会的な制度が労働組

合である。 大企業 「労働組合」 の劣化は著しい。 そ

のためか人づてを頼ってボランティア組織である

「NPO愛知健康センター」を訪ねてこられる方は

後を絶たない。 近森泰彦

労働載判との現状デンソー裁判

デンソ ーに期間工として3年間勤めていた高比

良さんは、 2009年に機械が故障して、 不良が多い

状況の中で一人作業をさせられて怪我をしました。

2010年、 愛知労働局は高比良さんの労災を認め

た為、 20 I I年全トヨタ労働組合に加入して団交に

望みましたが 「会社には責任はない」と対応され、

やむなく名古屋地裁にデンソ ーの「安全配慮義務違

反」を訴え提訴しました。

しかし、 今年3月29日、 名古屋地裁は原告の請

求棄却という不当判決を下しました。「作業が過重

だと評価できず、デンソ ーに安全配慮義務違反があ

ったとは認められない」という会社の主張を採用し

たのです。

【当面の日程】

この後9月29日、

高裁 裁 判長は地 裁

判 決を踏襲し た う

え、 中京大学名誉教

授ヴ中川武夫医師
,_, -nrでaぃ心輝箪 ···――

の意見書も無視して、会社の安全配慮義務違反がな

くても事故は発生すると述べ、デンソ ーの責任を免

罪しました。

愛知の裁判所では、職場のラインで発生した障害

でさえ、企業の安全配慮義務を認めない現状なので

す。 裁判所に対する運動の強化がないと、 現在の裁

判所を変えられません。共同行動を強化する対応が

求められています。 植木日出男

1 1月： ♦ 9日（水）13時1 0分～ 第一交通裁判（スラップ訴訟証人尋問） 名古屋地裁
◆1 2日（土）1 0時～
◆1 4日（月）13時～
♦1 6日（水）1 0時～
◆2 0日（日）13時3 0分～
◆2 1日（月）1 1時
◆2 3日（水）13時3 0分～
◆3 0日（水）11時～

■□ 事務局連絡先 □■

〒456-0006
名古屋市熱田区沢下町9-3
労働会館本館306号 健康センター内
Tel&(fax) : 052-883-6966(6983) 
メ ール：sf17wtkq@tg.commufa.io

愛知争議団総会（労働会館）
第一交通労働委員会（県労委）
栄総行動
リニア新幹線 市民講座（日本特殊陶業市民会館3階）
第一交通裁判（残業代未払） 名古屋地裁
過労死等防止対策推進シンポジウム（ウィルあいち大会議室）
トヨタ過労死裁判 名古屋地裁

1部100円

本年度の会費・カンパ
の振込をお願します

振込先

ュ.:.オンと連帯する市民の会 郵便振込

お願い！ 原稿、 感想、 情報、 意見をお寄せ下さい。 口座番号： 00820•7469123や
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